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の正確性、安全・衛生の管理を行っております。また、各工場において、労働安全衛生に関する活動を

展開し、労働安全に取り組んでおります。経理面においては、各部署長による自律的な管理を基本とし

つつ、経理担当部署が計数的な管理を行っております。 
 当社は、平時においては、月例の取締役会や経営会議、予実戦略検討会のほか、各業務部門のミーテ

ィング等を通じて会社の経営全般に影響を与える外的または内的要因によるリスクを認識・識別し、そ

のリスクの軽減策等に関する意思決定を行い、適宜対応しております。また、有事においては、「リス

ク管理規程」に従い社長または社長が指名した者を本部長とする「対策本部」が統括して危機管理にあ

たり、会社全体として対応することになっております。また、顧問弁護士との関係については、単なる

法務相談にとどまらず、社内の法令、諸規則等の違反や不正行為等の早期発見と是正を図るためのサポ

ートを頂いております。 
 
４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並

びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会の機能強化、経営効率向上のた

め、役付取締役等をメンバーとする経営会議及び各拠点・部署長以上をメンバーとする予実戦略検討会

をそれぞれ月１回開催し、業務執行に関する重要事項の協議を十分に行い、経営の意思決定を機動的に

行っております。なお、取締役会及び経営会議には常勤監査役が出席し、必要に応じて取締役への勧告、

助言を行っております。 
 当社の業務運営については、将来の事業環境を踏まえ三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、

それに沿った年度予算、全社的な目標を設定しております。各部署においては、その目標達成に向け具

体策を立案・実行しております。 
 また、子会社にも同様に、三事業年度を期間とする中期経営計画とその計画に沿った年度予算を策定

させ、当社グループ全体の中期経営計画を策定しております。そして、その計画を達成するために毎事

業年度ごとの各社の経営目標を定めております。 
 なお、激しく変化する経営環境に機敏に対応するため、当社は取締役の任期を１年にしております。

また、経営の意思決定と業務執行が効率的に行われるように執行役員制度を導入しております。 
 
５ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行っております。また、機密情報の管理について

は機密情報管理規程、個人情報保護については個人情報管理規程を定めて対応しております。 
 
６ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
 当社は、当社グループ全体のコンプライアンスを「コンプライアンス委員会」が統括・推進する体制

とし、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置いております。また、「木徳神糧グループ

コンプライアンス活動ハンドブック」を策定するとともに、当社グループの役職員向け研修会等を実施

するほか、内部通報窓口の設置及びその周知を図っております。 
 子会社の経営については、当社役職員が子会社の役員として就任し、子会社の業務の適正を監視して

おります。また、社内規程に基づき営業成績、財務状況その他重要な情報について当社への定期的報告

を義務づけると同時に、重要案件についての事前協議を行っております。 
 子会社のリスク管理については、当社内部監査室が定期的に子会社の内部監査を行い、子会社のリス

ク管理の状況についても監査を行っております。 
 
７ 監査役の職務を補助すべき使用人 
 監査役は、必要に応じて、監査役の業務補助のための使用人を置くこととし、その人事については、



取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を得たうえで決定いたします。 
 また、当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務については監査役の指揮命

令に従わねばならないこととしております。 
 
８ 監査役への報告体制 
 当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し

たときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告することになっております。 
 なお、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがな

い体制としております。 
 
９ 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針 
 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の

職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその処理をすることとしております。 
 
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議やコンプ

ライアンス委員会等の重要な会議に出席するほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を

閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。 
また、内部監査室から監査結果の報告を随時受けているほか、内部通報窓口の通報状況とその処理の

状況につき定期的に報告を受けております。 
 なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うな

ど連携を図っております。 
以上 


